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総発第 ４３８ 号  

令和４年２月１日 

 

 

庄内町監査委員 安 藤 一 雄 殿 

庄内町監査委員 石 川 武 利 殿 

 

 

庄内町長 富 樫   透 

 

定期監査の結果に係る措置について（通知） 

 

令和 3 年 12 月 13 日付け監発第 66 号にて提出のありました令和 3 年度定期監査結果報告書

に基づき、下記のとおり措置を講じたので通知します。 

 

記 

 

区 分 指摘を受けた事項 指摘に対する措置 

総務課 ○職員定数化条例によると職員定数

は 292 名となっている。正規職員数

と会計年度任用職員数のバランス

を考慮しながら、業務量に見合う人

員数の見直しを行い、職員の定員適

正化を図られたい。 

今後も、職員定数の適正化を進めて

いくとともに、現状を踏まえ、庄内町

職員定数条例を見直しする予定です。 

○職員研修については、メンタルヘル

ス、ハラスメント等研修への職員の

参加向上を図られたい。 

日程、場所及び実施回数等、なるべ

く多くの職員が受講できるように、よ

り工夫して開催します。 

○財政状況の改善については、引き続

く大型事業による将来の負担増が

想定されるため、各種施策の精査を

的確に行い、効果的・効率的な財政

運営に努められたい。 

今後も引き続き、効果的・効率的な

執行に努めていきます。 

○庁舎 A 棟 1 階ロビーの照明が乏し

く、薄暗く感じられるため改善を検

討されたい。また、正面入り口から

出た付近では既設の照明設備では

日没後かなり暗く危険であるため

早急に対処されたい。 

照度を上げるには照明増設工事が

必要なため、費用面等を含めて検討し

ます。正面入口側の外部は既存照明の

角度調整等により対処しました。 

企 画 

情報課 

○ふるさと応援寄附金事業について

は、今後も継続して返礼特産品等の

改善検討に努め、併せて本町の魅力

のＰＲ活動を進め、一層の寄附金額

の拡大を図られたい。 

本町の魅力や施策、特産品をホーム

ページ及びＳＮＳ、ポータルサイト等

で戦略的にＰＲし、寄附（応援）者の

増加及び関係人口の拡大につながる

よう努めたいと思います。 
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○公民館のコミュニティセンターへの

移行については、移行後の地域運営

組織によるセンター運営では、組織

の運営計画や事業計画策定に町から

の強力な支援をお願いしたい。 

住民主体の地域づくりを推進する

ためには、町のサポートは不可欠であ

ると考えています。令和４年度から本

格始動とはなりますが、地域運営組織

と歩調を合わせ、地域づくり活動の基

礎となる計画づくり等を支援してい

きます。 

環 境 

防災課 

○交通災害共済加入者が前年対比で半

数程度となっている。共済見舞金の

恩恵が授かれない方が多く発生し、

地域全体でも不利益の懸念があるた

め、加入率を上げる対策をとってい

ただきたい。 

令和３年度から、加入申込書を変更

し、自治会でのとりまとめを選択制と

した結果、個人納付となった自治会の

加入率が極端に下がったことから、加

入率を維持するためには、自治会から

のとりまとめが不可欠と考えていま

す。 

そのため、住民の意見も踏まえて、

とりまとめを行うか、個人納付にする

かを決めていただきたいと自治会長

会で依頼したところですし、加えて、

加入方法の周知徹底も図りたいと考

えています。 

○鳥獣被害防止対策では、イノシシに

よる畑、樹園地の被害、カラスのフ

ン害が後を絶たない現状にあり、こ

れまでの対策を強化するとともに、

被害の減少に努めていただきたい。 

鳥獣被害対策は、鳥獣被害防止対策

協議会及び実施隊と連携して行って

います。 

イノシシについては、新たに協議会

でくくり罠を 20 基購入しており、罠

の貸出や、捕獲講習会の実施により、

実施隊員の捕獲能力強化及び積極的

な捕獲活動の実施に努めます。 

カラスの糞害対策は、決定的な対策

方法はありませんが、鷹による追払い

を継続及び東北電力へ依頼による、被

害が大きい箇所への電線工事を実施

していただいております。状況、場所

によっては、箱罠による捕獲を検討し

被害防止に努めます。 

○省エネルギー地域活動促進事業に

ついて参加者が少なく、地域をあげ

ての事業になっていないので、参加

者を増やしてエコな町を PR してい

ただきたい。 

 実質的なゼロカーボンの実現を図

るためには、全ての家庭が生活の中で

ゼロカーボンの目的、具体的取り組み

手法等を理解し、積極的に実践してい

くことが重要ですので、全ての家庭へ

取り組みを周知させるためにも地球

温暖化対策地域協議会との連携を強

化し、より組織的に取り組みを進めま

す。 
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税 務 

町民課 

○固定資産税の課税誤りへの対応に

ついては、早期解決に努められた

い。 

令和元年度課税に係る誤りが判明

した分につきましては、令和元年度中

に更正処理を行っております。 

平成 27 年度課税分までの遡及につ

きましては、合併後に所有者が死亡し

た分は、令和 4 年度中に解決する予定

です。 

また、合併前に所有者が死亡した分

は、証拠となる書類がないため、申告

により調査のうえ、課税誤りが判明し

た分から順次更正処理する予定です。 

○マイナンバー事業の交付率の向上に

努められたい。 

これまでもシステム機器の増設や

会計年度任用職員の雇用、申告会場で

の出張申請等を実施し交付率の向上

につなげてきました。今後は、マイナ

ンバーカード窓口延長日の増設や休

日窓口の開設、出張交付申請の実施に

より、更なる交付率の向上に努めま

す。 

保 健 

福祉課 

○障がい児福祉について、近年、小中

学校における特別支援学級での児

童・生徒数が増加傾向にあり、同様

の傾向が未就学児にも表れている。

そのため早期の専門的な支援が未

就学児にも必要な状況になってお

り、町内での受け入れ 6 設の拡充と

スタッフ養成が喫緊の課題である

ので是非検討していただきたい。 

障害児支援拠点の体制整備は、保健

福祉課及び子育て応援課にて進めて

いくこととしており、令和 4 年度から

支援拠点として担うべき事業の実施

に向け、子育て応援課において体制の

構築を図っているところです。 

○障がい児福祉サービス事業につい

て本町では、就学時以上が利用する

放課後等デイサービス事業の利用

者が年々増加傾向にある。個々の状

況に応じた事業所を選択できるよ

うに、今後に向け、送迎手段等支援

の強化について検討していただき

たい。 

事業所で対応できる送迎等の状況

と個々が希望するサービスの内容等

を勘案しながら、できる限り要望に沿

うことができるよう、利用する事業所

の調整を図っています。 

子育て 

応援課 

○令和４年４月からの認定こども園

のスタートについては、固定資産等

の譲渡、職員の異動等、それぞれ納

得のいく形で進めていただきたい。

また、保護者への来年度の体制に向

けた情報発信をわかりやすく丁寧

に行っていただきたい。 

令和 4 年度からの「幼保連携型認定

こども園」への円滑な移行・移管に向

けて、引継ぎ保育等を実施し準備を進

めております。財産については、建物

及び備品や園庭遊具等の工作物等に

ついては無償譲渡、土地については無

償貸与することとし、これまで、移管

先法人との調整や保護者、町議会等に

説明を行ってきたところです。 
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情報発信については、保護者代表、

移管先法人、町担当課による三者懇談

会の開催や広報、チラシ等により行っ

ておりますが、今後もわかりやすく丁

寧な情報発信を心がけてまいります。 

○学童保育、放課後児童健全育成事業

においては、利用している児童の中

には個別に配慮の必要な児童への

対応を要求されている。対応につい

て検討していただきたい。 

個別に配慮が必要な児童について

は、学童入所の際、障害の程度や状況

を指導主事や幼稚園、小学校等と情報

共有しています。その上で、学童保育

所で対応が可能か、また、どのような

支援を必要とするか等、事前に各学童

施設の主任支援員と協議検討し、職員

の加配等で対応しております。 

建設課 ○国道 47 号線の沿線環境美化につい

て、庄内町に入ってからの歩道縁石

の雑草繁茂が著しく、庄内町のイメ

ージダウンにつながる状況である

ため、雑草の刈取の要望を国に出し

ていただきたい。 

国道 47 号の道路管理者である国土

交通省酒田河川国道事務所に、道路事

業の打ち合わせ会議などの機会をと

らえて要望してまいります。 

○危険な状況の空家の適正管理につ

いては、建設課がリードして関係部

署と連携して取り組んでいただき

たい。また、空家等の老朽度の再調

査等見直しの検討をしていただき

たい。 

 空家の適正管理に関し、関係課と横

断的・緊密な関係により対応してまい

ります。また、老朽度調査については、

他自治体での実施事例を参考に、適切

な時期を見極めて再調査の実施を決

定したいと考えています。 

農林課 ○6 次産業化の推進でクラッセの農産

物加工施設の利用拡大について農

林課、商工観光課の横断的な支援体

制に努め、特に農業者の利用拡大を

強化されたい。 

農商工が連携し、新たな実践者の掘

り起こし・育成を行い、地域全体での

ネットワークの構築、実需者との仲

介・マッチング機能の強化を図り、6 

次産業化の取り組みを推進します。 

○庄内町の農業は米と花卉生産が特

産になっています。米の需要バラン

スが崩れている現在の経営では、先

の見通しが厳しいものがあり、花卉

をはじめとした米以外の作物の生

産拡大の定着に向けた支援体制を

引き続き強力にとっていただきた

い。 

第 2 次庄内町総合計画後期基本計

画にあるとおり、米と花を中心とした

ブランド化を図りながら、園芸特産と

畜産の複合経営や周年農業の確立、省

力化や生産性向上の促進、有害鳥獣被

害防止、農畜産物の安全性向上を図

り、売れる農産物づくりを推進しま

す。 

商 工 

観光課 

○新型コロナウイルス感染症の感染

拡大による地域経済対策では、おさ

まりつつある現状から、アフターコ

ロナに備えた新たな経済支援事業

の策定の検討をお願いしたい。 

感染症の感染拡大や新たな変異株

の発生などの状況に応じ、町内事業者

の皆様はもとより、商工会や金融機関

等の支援機関からもお話を伺うとと

もに、国や県の施策を踏まえてウィズ

コロナ・アフターコロナに向けた経済

対策を検討、実施してまいります。 
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○クラッセ内の共同利用加工場の地

元利用者が 21.8％と少ないので、町

内農業者の利用が増えるように、農

林課と連携しながら利用の拡大に

努めてもらいたい。また、地域おこ

し協力隊がタチラボに２名おりま

すが、新商品の開発等任せきりにな

らないように、これまで以上に支援

をしていただきたい。 

現在、農林課や学校給食共同調理場

と連携し、町内農業者グループが生産

した野菜等をクラッセ共同利用加工

場で 1 次加工し、学校給食に利用でき

ないか検討しています。また、町民を

対象にした商品開発プロジェクト「メ

イドイン庄内町プロジェクト」が進行

中です。今後も様々な機会を捉え、町

民利用の拡大を図って参ります。 

タチラボ配置の地域おこし協力隊に

ついては、毎週の課内打合せと隔週で

担当者ミーティングを行っており、任

せきりにならないようにしています。

今後も現在のミッションに関するこ

とや退任後の起業や定住に関して支

援して参ります。 

企業課 ○保安体制の強化では、保安員と町内

ガス・水道指定工事店９社による緊

急対応処理要員制度を確立してお

り、官と民が協力して行う良い例で

ある。これからも民間業者と連携が

取れるものは効率的な事業運営の

ために、今後も検討を進め実施の方

向へ向けていただきたい。 

効率的な事業運営に向けて実施済

です。 

○今後、人口減少とカーボンニュート

ラルなどエネルギー事業を取り巻く

環境悪化を見据えて、長期計画の見

直しをさらに検討していただきた

い。 

人口減少やオール電化切替えによ

る契約件数減少、脱炭素社会への対応

などガス事業は厳しい経営環境下に

ありますが、公営企業として持続可能

な事業を行うために、中長期計画にあ

たる｢ガス事業経営戦略｣の中間見直

しで検討していきます。 

議 会 

事務局 

○議会のデジタル化とペーパーレス

化については、議会の審議がより深

められるよう効率よく進めていた

だきたい。 

パソコン操作が議員によってレベ

ル差があるため、操作研修会を行いレ

ベル差の解消に努めていきます。 

教育課 ○生徒一人一台タブレットについて

は、現場の先生方にとっては、まだ

試行錯誤の段階のようであり、授業

のデジタル化に向け、子ども達の健

全育成に留意しながら支援体制を

十分にとり、授業に生かせるように

していただきたい。 

子どもたちの健全育成に留意しな

がら、ＩＣＴを教育活動で生かせるよ

う研修会等を通してＩＣＴ活用の推

進を図っていきます。 
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○特別支援の必要な生徒に対しては、

各学校ともにきめ細やかな対応の

支援となっている。引き続き対応で

きるように町単独での支援職員の

確保と配置について検討していた

だきたい。 

 特別支援講師については、特別支援

学級の人数と障害の程度を考慮して

引き続き対応していきます。 

○学校の適正規模関係では、庄内町学

校適正規模適正配置審議会におい

て十分な審議をとおして、保護者か

らも納得、同意が得られるような方

向性を見出していただきたい。 

学校適正規模適正配置審議会にお

いては、丁寧に説明し議論していただ

くこととし、町民及び保護者において

はアンケート調査や説明会を実施す

るなどし、町民等の意向を踏まえ検討

を進めていきます。 

社 会 

教育課 

○公民館のコミセン化については、地

域運営組織による指定管理者制度

への移行が着々と進められており、

新組織ではどの組織でも社会教育

事業に力を入れているので、十分な

バックアップ体制をとっていただ

きたい。 

令和 4 年度以降、まちづくりセンタ

ー移行後も社会教育事業については、

町長部局で交付する新たな交付金の

中に、これまで社会教育事業に各公民

館で要してきた費用は各公民館と調

整しながら見込んで予算措置する予

定です。更に、中央公民館事業として、

各施設の職員に対する研修事業への

参加を呼び掛けるなど資質の維持向

上を図っていきます。 

また、教育委員会の計画訪問につい

ても定期的に行い、社会教育事業の状

況等を確認し、アドバイスしていきま

す。 

○各公民館事業での地域の担い手の

確保については、小、中、高連携し

た事業等の実施により、人材づくり

に力を入れていただきたい。 

上記に同じくこれまでの社会教育

事業は青少年教育も含め、交付金で予

算措置されますが、これまで同様、事

業に中高生ボランティアを参画させ

るなど継続し、郷土愛を醸成していき

ます。 

立川総 

合支所 

○北月山荘管理事業では、食堂が再開

しましたが、冬期閉館など施設の年

間活用と宿泊客受け入れに向けた

北月山荘の長期ビジョンを策定し

検討していただきたい。 

お客様の声や現場スタッフとの相

談、町の財政状況等を踏まえつつ、ま

ずは来年度に向けどのような対処が

できるか検討を進めていきます。 

○清川歴史公園管理事業については、

複合型避難施設の建設等、全体計画

策定の協議を地元の方々とともに

進めてもらいたい。 

関係各課と清川地区住民が力をあ

わせ、ともに課題解決を図りながら進

めていけるよう取り組んでいきます。 

 


